
   

 

 

 

 

社協では、誰もが住みやすい『福祉のまちづくり』を目標に、さまざまな地域福祉活動
を進めています。 
住民の皆様から寄せられる『社協会費』や寄付金等は、地域福祉活動の最も重要な財源

であり、また皆様のご好意によって支えられています。 
本年度も住民の皆様の身近なところで活動を行い、そして多くの人の心に届く事業展開

を進めていきたいと考えています。そうした活動の支えとなる令和 6 年度社協会員につい
て、本年度も各地区の区長さんを通じて募集させていただきますので、一世帯でも多くの
方々にご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
 

会 員 及 び 会 費 の 種 類  

  一般会員 年会費 一口     ５００円 （一般世帯の方） 

  賛助会員 年会費 一口  ２，０００円 （一般世帯でも特別にご協力していただける方） 

  特別会員 年会費 一口  ５，０００円 （企業・事業主・団体） 

※ 会費は一口以上で何口でも結構です     

会費は主につぎのような活動に有効に活用させていただきます   

◆『障がい者福祉事業』では、町内の障がいを持たれる方への日常の暮らしの中における
あらゆる相談、対応を基本事業とし、その他、町内と近くの障がい者福祉施設に入所さ
れている方などを対象に交流会等を実施しています。 

 

◆『高齢者福祉事業』では、介護保険サービス以外の福祉増進事業を実施しています。在
宅で暮らしている高齢者の方を対象に、相互の情報交換をする懇談会や社会参加すること
でのひきこもり防止・生きがい活動づくり、要介護状態への予防等を目的とした交流会等
を実施しています。 

 

◆『ボランティア活動支援事業』では、本会に設置されたボランティアセンターを軸にボ
ランティア活動団体への支援、ボランティア活動についてなどの研修や養成・情報交換
のため、ボランティア交流研修会等を実施しています。 

 

◆『福祉用具の貸与事業』では、介護保険事業で福祉用具を貸与できない方又はケガ等で
一時的に必要な方を対象に、ベッド・車椅子等の貸出をおこなっています。社会福祉協
議会会員となられた方については、貸出料の免除がありますので申請時にお問い合わせ
ください。 

 

◆『福祉啓発事業』では、年４回発行の社協だより・ホームページにより福祉の情報や社協
の行う活動等をお知らせしています。 

 

その他、民生児童委員等との協働活動、当事者団体への支援、福祉教育（実習対応、学校
の総合学習）等、地域福祉を進める諸事業及び、事業を推進するために必要な法人運営の経
費に充てられています。 
これらの活動の主な財源が『社協会費』や寄付金・共同募金配分金等ですので、皆様のご

理解・ご協力を賜りますようよろしくお願いします。 
 

社会福祉法人 南伊勢町社会福祉協議会 
 

(南勢支所) 南伊勢町五ヶ所浦２９２８  TEL：０５９９－６６－１２１１ 
(南島支所) 南伊勢町村山１１３２－１  TEL：０５９６－７６－１５００ 

～ 令和６年度 社協会員 募集 ～ 
 


